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収容・送還に関する専門部会（第５回） 

難民支援協会 ヒアリング資料 

「収容・送還の課題 －難民保護の視点から―」 

2020 年 1 月 16 日 

認定 NPO 法人 難民支援協会 

代表理事 石川えり 

【難民支援協会（JAR）とは？】 

日本に逃れてきた難民を支援する認定 NPO 法人。1999 年設立。難民認定のための法的支援や医食住などのセ

ーフティネットを確保するための生活支援、自立に向けた定住支援を行い、さらに難民を受け入れることがで

きる日本社会を目指し、政策提言や広報活動を行っている。これまでに約 70 か国・6000 人以上へ支援を提供。 

 

2018 年度（2018 年 7 月～2019 年 6 月）の支援実績 

1 年間で 62 ヵ国から逃れてきた 623 人に、のべ 3,606 回の個別支援を提供。出身

国は引き続きアフリカ諸国の方が多く、全体の 6 割を占めている。 

 法的支援：JAR 事務所や収容施設で 1,407 回の相談を実施。 

 生活支援：生活相談を 1,300 回実施。ホームレス状態に陥った 62 人にシェル

ターを提供。宿泊費の支援、緊急支援金や食事を提供。 

 就労支援：180 時間の就労準備日本語プログラムを 62 人に提供（49 人が修

了）。企業とのマッチング等を通じ、44 社で計 54 人の就職を実現。 

 

【ご提案】収容・送還に関する議論に対する、“庇護を要する者を適切に保護” するための政策の優先 

「難民認定制度に関する専門部会」が 2014 年に行った提言の半分近くは実施されておらず（参考資料 p.1）

日本の難民認定状況は未だ十分に質が高いものであるとは言えない。このような状況下で送還を促進するため

の措置を実施することは、難民として保護されるべき者を誤って送還する危険性を孕むものである。また、難

民申請者が収容されていること自体が、難民申請者の心身を蝕み、難民認定手続を困難にしている。よって “庇

護を要する者を適切に保護” するための政策、具体的には「２．ご提案」の３項目の実施を経たうえで、当部

会での議論やそれを踏まえた措置が実施されるべきである。 

 

１． 背景 

１） 難民認定制度と、収容・送還に関する議論の関連 

 被収容者 1,246 人（2018 年末現在）のうち、577 人（約 46%）は 難民申請中1 

 “送還忌避被収容者” 858 人（2019 年 6 月末現在）のうち、582 人（約 68%）は 難民申請歴あり2 

・157 人（約 27%）：退去強制令書発付前に初めて難民申請を行った者 

・425 人（約 73%）：複数回申請又は退去強制令書発付後に初めて難民申請を行った者 

収容・送還に関する議論の対象に、難民申請者が含まれる可能性が大いにある 

 

                                                        

1 移住連省庁交渉「難民・収容に関する資料請求」（2019）より 

2 出入国在留管理庁「送還忌避者の実態について」（2019）より 

支援を提供した方（623 人）の出身地域 
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 国際法上の原則：ノン・ルフ―ルマン原則（難民条約第 33 条 1 項） 

→締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であ

ることまたは政治的意見のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放

しまたは送還してはならない。 →入管法第 61 条の 2 の 6 第 3 項 

 

 “送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請” について 

→2015 年 9 月の「難民認定制度の運用の見直し」で導入され、2018 年 1 月の「難民認定制度の更なる運

用の見直し」による変更を経て実施されている「案件振分け」により、濫用・誤用的な申請はすでに減少

傾向にある（参考資料 p.2-3） 

 

２） 日本・世界での難民認定状況 

下記のような日本の厳しい難民認定状況が、複数回難民申請の背景にあるのではないか 

 UNHCR Global Trends 2017 より（下線筆者）：Among countries of asylum with more than 1,000 

substantive decisions, protection rates vary greatly, and some countries had very low figures: Gabon, Israel, 

Japan, Pakistan, and Republic of Korea all had a TPR (Total Protection Rates) of below 10 per cent. Japan 

stands out as having a particularly low TPR with under 100 positive decisions out of 12,900 decisions made, 

resulting in a TPR of under 1 per cent. 

 日本における難民認定申請数上位 20 か国の世界での庇護状況（2018 年3） 

 

                                                        

3 UNHCR Global Trends 2018、法務省入国管理局「平成 30 年における難民認定者数等について」（2019）より難民支援協会作成 
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 日本および主要庇護国での庇護状況（1982～2018 年4）  

 ケース紹介：ブルクタウィットさん／エチオピア出身（参考資料 p.4） 

 

２．ご提案 

 

送還を促進する措置の実施の前提として、上記のような難民認定状況を改善する必要がある。その具体的な

内容として、下記の３点が挙げられる。 

 

① 難民申請者の収容を原則回避するための制度の構築 

 

難民申請者が収容されることにより、弁護士や支援者へのアク

セス、証拠収集が不十分なものとなり、認定を得ることがより

困難なることが予想される。また、母国での迫害を逃れてきた

難民申請者にとって、収容が身体・精神に与える影響は大きく、

収容代替措置（ATD／参考資料 p.5-6）や 仮放免制度（仮放免

制度の厳格化については、参考資料 p.7）の積極的な活用によ

り、難民申請者が原則収容されないような制度が構築される

べきである。 

                                                        
4 法務省入国管理局「難民認定行政：25 年の軌跡」（2006）、法務省報道発表資料（各年の難民認定者数等について）、法務省入国管理

局「平成 29 年における難民認定数等について」（参議院議員糸数慶子議員への回答）、令和元年 5 月 29 日付け石橋通宏議員質問主意書

への政府回答［内閣参質 198 第 64 号］（2019）、平成 30 年 6 月 15 日付け石橋通宏議員質問主意書への政府回答［内閣参質 196 第 140

号］（2018）、平成 29 年 6 月 15 日付け石橋通宏議員質問主意書への政府回答［内閣参質 193 第 146 号］（2017）、平成 28 年 3 月 24

日付け石橋通宏議員質問主意書への政府回答［内閣参質 190 第 90 号］（2016）、ＵＮＨＣＲオンライン統計データベースより、全国難

民弁護団連絡会議作成。なお、「*」は、1 以上 5 未満の数値。難民認定数と人道配慮数は、一次と不服審の合計。斜字は、UNHCR 推計

値または全国難民弁護団連絡会議による推計値。数値が不明のところは空白。 

収容代替措置は、法務省・日弁連・支援団体（なんみん 

フォーラム）の官民連携によって実施されている。 

その根拠となる覚書を、三者が取り交わす様子（2012） 

オースト

ラリア
イギリス ドイツ フランス 米国 カナダ

1982～

2005

2006～

2010

2011～

2015

2016～

2018

Total: 2006～

2018

一次申請 396 160 282 283 725 15,916 39,317 72,305 3,446 7,440 5,970

難民 55 13 1 4 18 10,925 17,899 35,671 1,712 5,031 2,960

一次不認定 326 119 181 77 377 4,250 18,836 26,002 1,502 558 591

人道配慮 49 4 4 0 8 0 1,665 1,813 45 0 0

一次申請 709 3,105 2,481 2,268 7,764 895 1,877 1,232 96 2,499 125

難民 117 172 41 1 214 691 957 240 16 1,800 99

一次不認定 383 2,479 1,733 1,119 5,331 188 922 1,037 12

人道配慮 152 1,209 403 9 1,621 0 71 62 2

一次申請 64 565 1,778 4,715 7,058 12,103 19,261 5,584 29,161 2,618 7,590

難民 0 1 3 0 * 5,780 6,224 1,642 13,423 1,411 5,957

一次不認定 59 352 1,304 1,929 3,585 6,919 15,041 2,777 29,329 544

人道配慮 4 7 22 14 43 0 471 508 787

一次申請 654 601 3,086 2,901 6,588 1,427 4,342 38,754 22,927 3,939 7,631

難民 0 0 0 0 0 656 1,472 8,616 6,554 907 4,465

一次不認定 629 455 1,987 2,332 4,774 466 2,657 20,392 25,036 238

人道配慮 23 12 14 15 41 0 243 529 100

ミャンマー

スリランカ

トルコ

日本

2006～2018

イラン



4 

 

※ 空港で庇護を求めた者の処遇について：空港で庇護を求めると、多くの場合、その者は収容され、収

容所の外に出ることが長期間にわたって許されないまま、難民申請の結果を待つこととなる。しかし、そ

もそも庇護希望者が正規の手段で入国することは難しく（偽造パスポートの使用や、目的外の査証の利用

など ※ 難民条約第 31 条 1 項参照）、一時庇護上陸許可5 や 仮滞在許可6 といった制度の活用によ

り、空港で庇護を求めた者が収容や退去強制手続の対象とならないような措置をとるべきである。 

 

② 難民認定手続の改善 

 

難民申請者は、世界中どこの国に逃れても、ある程度の水準の審査によって、難民か否かを判断されるべ

きである。この観点から考えると、日本の難民認定制度は、特に手続的権利の保障の面において、他国に

遅れをとっていると考える。例えば、一次審査のインタビューにおける代理人の同席 について、国際的

には一般的に認められているところ、日本においてはほぼ認められていない。これらの問題から、初回申

請で認定されるべき者が認定されず、複数回にわたって難民申請を行う現状が生まれている。 

 

 各国比較：一次審査におけるインタビューの実施方法7 

 

 

③ 難民や人道配慮の定義の明確化 

 

2014 年の難民認定制度に関する専門部会による報告書では「保護の範囲が明確化されていない」「難民

条約には直ちに該当しないが、国際的に保護の必要がある者の在留を許可する枠組が必要」との指摘がさ

れている。それを具体化する措置として、難民や人道配慮による在留許可の定義・要件の明確化や開示が

必要である。特に難民の定義の明確化に当たっては、「迫害」の定義や「十分なおそれ」の程度などに関

して、他国で実践されているように、ガイドラインによる明確化が望ましい8。 

                                                        
5 特例上陸許可の一種。簡易な手続きにより難民に該当する可能性があると判断された者に対して、査証等を求めることなく、一時的に

上陸を許可する制度（入管法第 18 条の 2）。2018 年は 2 人が許可された（入管白書より） 
6 在留資格未取得外国人から難民認定申請があった場合に、仮に滞在することを許可する制度（入管法第 61 条の 2 の 4）。許可を得る

ためには一定の要件を満たす必要があり、仮滞在が許可されている間は退去強制手続が停止される。2018 年は 38 人が許可された（入

管白書より） 
7 難民研究フォーラム調べ（2019） 
8 例えば、カナダ移民難民局 “Interpretation of the Convention Refugee Definition in the Case Law” (2019)、英国内務省 “Asylum 

Policy Instruction: Assessing credibility and refugee status”  (2015) など。 



第６次出入国管理政策懇談会の下に設置された難民認定制度に関する専門部会が2014年12月に公表した

のうち、赤枠（実線）の項目は実施されておらず、赤枠（点線）の項目は限定的な実施にとどまっている

2020年1月
難民支援
協会作成
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案件振分けについて 

2020 年 1 月 

 

2015 年 9 月の難民認定事務取扱要領の改訂により始まった制度。難民認定申請後の 2 か月で、各案件を

以下の 4 つに分類する。政府は、そのうち B・C を「濫用」案件としている1。 

 

１）振り分け要件一覧2 

 

A 
難民条約上の難民である可能性が高い、又は本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮

を要するもの 

B 

難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張しているもの 

①借金問題や遺産相続等主に財産上のトラブルを主張するもの 

②帰国後の生活苦や本邦での稼働継続希望等の個人的事情を主張するもの 

③地域住民との間に生じたトラブルや暴力事件等に起因する危害のおそれを主張するもの 

④その他、難民条約上の５つの迫害理由に明らかに該当しない主張をしているもの、難民条

約上の難民である旨主張しないなど難民でないことが明白なもの 

2018 年からの追加要件 

⑤本国の治安情勢等に対する不安を主張しているにすぎないもの（ただし，本国において，違

法行為に対する本国政府の保護が一般的に期待できると認められる場合に限る。） 

注：「本国の治安情勢等」は，例えば，無差別テロ，不特定若しくは多数の住民に対する恐

喝等の不特定若しくは多数人を対象とする違法行為が生じている又はそうした違法行為が

生じるおそれがある場合を含み，個別事情の有無は問わない。 

⑥本国政府の政策等に対する不満を主張しているにすぎないもの 

⑦本国の政治的又は社会的情勢と明白に矛盾する事情を申し立てるなど，明らかに信ぴょう

性がない主張をしているもの 

C 再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返しているもの 

D 上記以外の案件 

 
D1 

失踪した技能実習生や退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後

に難民認定申請をした申請者や、出国準備期間中に難民認定申請した申請者 

D2 その他 

 

※ 案件振分けと難民認定の関係： 

2017 年に難民の認定を受けた 20 人のうち、3 人はＤ案件として振り分けられていた。 

 

 

  

                                                      
1 石橋通宏参議院議員提出「難民認定状況に関する質問主意書」に対する 2018 年 6 月 26 日付け内閣参質 196 第 140 号答弁書 
2 2018 年 1 月 12 日付「難民認定事務取扱要領の一部改正について」（通達）、難民認定取扱事務要領 第 3 章「難民認定事務」より難民支援協会作成 

2



 

２）振分けに伴う処遇の差3 

 

案件振分けの結果によって、難民認定申請の結果を待つ間の処遇が異なる。A 案件の場合は、在留資格

「特定活動」6 か月が付与され、振分け後すぐに就労許可を得ることができる。D2 案件の場合は、在留

資格「特定活動」を得ることができるものの、在留期間は 3 か月のみで、住民登録ができず、就労するこ

ともできない。BC 案件の場合は、在留資格を得ることができない。なお、難民申請者本人は、自分がど

の案件に振分けられたのか、その理由も含めて知ることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2015 年の運用の見直し以前は案件振り分けが存在せず、在留資格を持つすべての申請者が在留資格「特定活動」6 か

月を得て、住民登録や、国民健康保険を含む住民サービスを受けることができていた。また、難民申請から 6 月後に

就労許可を申請することができていた。 

 

３）案件振分けの状況4 

2016 年 4 月から 2018 年 12 月までの案件振分け状況は下記のとおりである。D 案件が大半を占め、B

案件の割合が 2017 年から 18 年にかけて減少している。 

 A 案件 B 案件 C 案件 D 案件 

2016 年 4-12 月 5 2683 455 5403 

2017 年 14 6,128 518 12,969 

2018 年 27 1,825 486 8,155 

 

                                                      

3 法務省「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」（2018）より難民支援協会作成 

4 石橋通宏参議院議員提出「難民認定状況に関する質問主意書」に対する 2018 年 6 月 26 日付け内閣参質 196 第 140 号答弁書、糸数慶子参議院議員提出

「我が国の難民認定申請及び迅速処理手続に関する質問主意書」に対する 2016 年 2 月 22 日付け内閣参質 192 第 58 号答弁書、法務省入国管理局「平成 30

年における難民認定者数等について」（2019）より難民支援協会作成。 
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自由への道－エチオピアと日本の狭間で  （ブルクタウィットさん／エチオピア出身） 

「I'm a refugee （私は難民です）！」 

 2007年夏、命がけでたどり着いた成田空港。短期の滞在資格はあったが、エチオピアの公用語であるアムハ

ラ語しか分からず、所持金が日本円にすると十分になかったため、入国を拒否され、その場で収容されてしまっ

た。難民申請をしたものの、数日後に再び空港へ連れて行かれ、エチオピアに送還されようとしていることに気付

く。「I'm a refugee （私は難民です）！」 ブルクタウィットさんは空港のカウンター前で泣き叫び、力の限り抵

抗したという。送還は中止になり収容施設に戻された。逃げるために日本にきたのに、なぜ捕まっているのだろ

う...。混乱の中で毎日泣き、再び空港に連行される恐怖で一晩も眠れなかったという。 

 彼女はそのまま成田の入国管理施設で 1 ヶ月半過ごし、茨城県牛久へ移送された。JR牛久駅からバスで 25

分、林道を進んだところにある東日本入国管理センターには、在留資格がなく、母国への送還を待つ外国人が収

容されている。迫害を受けるおそれのある難民を母国に送還してはならないという難民条約の原則により、難民

は難民申請の結果が出るまで送還の対象とならない。しかし、収容所を出るために必要な保証人・保証金の用意

が難しいことから、1年以上に渡って収容されることも少なくない。来日してから「外」に出たことがないブルクタウィ

ットさんは日本に何のネットワークもなく、保証人や保証金の手配は当然困難だった。収容所で出会った、ミャンマ

ーやスリランカ出身の難民たちと励まし合いながら、外へ助けを求め続けた。 

来日から 1年。初めての「外」 

 1年後にようやく収容施設を出られる仮放免許可がおりた。半年ほど外で暮らし、そろそろ難民申請の結果が出

る頃だった。仮放免許可の更新のため入管に出向いたところ、その場で難民「不認定」の結果を言い渡され、あっ

けなく収容されてしまった。過度のストレスで耳が聞こえなくなり、記憶障害にも襲われたという。すぐに送還の準

備が進み、成田に移送されるまで追い込まれたが、再度の難民申請を急ぎ、間際で止めることができた。再申請

もあっけなく不認定となったが、弁護士とともに裁判をたたかい、2010年 10月に勝訴。難民として認定され、在

留資格を得たのだった。来日から 3年後のことだった。 

「日本からエチオピアのために活動したい」 

 「認定されて変わったことは、強制送還の心配なく安心して暮らせることと仕事ができること」と話すブルクタウィ

ットさん。といっても、それらがすぐに実現したわけではない。怯えて暮らした日々のトラウマは根強く、認定後も 2

年ほどはメンタルクリニックを受診した。難民認定からもうすぐ 5年。4歳の娘とともに穏やかな日々を送れるよう

になったのはつい最近のことだ。働きながら、育児に勤しんでいる。先日、日本国籍への帰化を申請し、結果を待

っているところだという。日本での地位をより安定させて、エチオピアの平和のために活動するためだそうだ。日本

では空気のように当たり前にあり、ありがたみを忘れてしまいがちな自由や平和。それらがない状況を経験し、声

を上げてきたブルクタウィットさん。その過程で心身ともにぼろぼろになり、ようやく恩恵を享受できるようになった

いま、それを社会のために活かしたいという意志は揺るぎない。 

（2015年 6月 11日掲載、2019年 12月 2日訂正） 

収容を経験した難民認定ケース（難民支援協会活動レポートより抜粋） 
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日本の空港において難民としての庇護を求めた者に係る	

住居の確保等に関する事業の実施状況について	

	
2019年12月6日	

特定非営利活動法人	なんみんフォーラム（FRJ）	
	

概要	

	

空港1において難民該当性を主張する者のうち住居の確保が困難な者について、法務省からの依

頼を受けたなんみんフォーラム（FRJ）が住居の確保を行い、一時庇護のための上陸許可申請等の

許可を促すもの。2012年2月に法務省・日本弁護士連合会（以下、日弁連）・なんみんフォーラム（F

RJ）の三者で取り交わした覚書に基づき,試行期間を経て2014年より本格実施されている。	

上記のケース対応に加え、定期的に三者間の情報交換を行っているほか、難民認定申請者への情報

提供として、空港や地方入管局に掲示するポスターや難民申請相談案内のためのリーフレットも作成

している。	

	

	

入国からFRJ引き受けまでの流れ	

	

■ 法務省からリファーが行われる場合	

1)	 法務省からFRJに連絡	
2)	 FRJ内で協議し、住居の確保等の支援対象者としての受入れを決定	
3)	 FRJから法務省に連絡	
4)	 法務省により一時庇護上陸許可／仮滞在許可／仮放免許可がされる	
5)	 FRJの緊急シェルター2に入居し、必要に応じて日弁連の協力を得ながらFRJが本人の各

種サポートを行う3	

	

■ FRJからリファーが行われる場合	

1)	 空港にいる本人がFRJや加盟する支援団体、UNHCRにアクセス→庇護希望の意思を確認	
2)	 FRJが空港にて本人と面会	
3)	 FRJ内で協議し、住居の確保等の支援対象者としての受入れを決定	
4)	 FRJから法務省に連絡	
5)	 一時庇護上陸許可／仮滞在許可／仮放免許可の可否について、法務省による審査がさ

れる	

6)	 法務省により、上記許可がされた場合、FRJの緊急シェルター4に入居し、必要に応じ

て日弁連の協力を得ながらFRJが本人の各種サポートを行う5	

	

						

																												
1	成田国際空港では2011年、羽田国際空港では2014年、中部・関西国際空港では2016年より開始。	
2	空室がない場合は、FRJが他の民間シェルターを手配。	
3	本人との面会や住居等を含む具体的なサービスの提供は、FRJに加盟する支援団体が分担・協力して行っ

た。尚、弁護士への依頼は全国難民弁護団連絡会議（全難連）を通じて行われ、日弁連から各弁護士が受任

した。	
4	脚注2に同じ。	
5	脚注3に同じ。	
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これまでの実績：26件/36名（2011年11月から2019年10月まで）6	

	

● 特に脆弱性が高いケース	

○ 家族ケース3件/13名（母子ケースや高齢者を含むケースあり）	
○ 親を伴わない未成年者72名	

● 本措置を受けた者に係る難民認定手続の状況：難民認定4件/4名、人道配慮による在留許可6

件/6名8、難民認定手続き中11件/18名、出国3件/6名、その他2件/2名	

● 本措置を受けた者で、その後所在不明となった者：無し	

● 対象者の出身国：カメルーン、エジプト、ガーナ、ソマリア、シリア、ウガンダ、イエメン

など計14か国	

● 対象となった者の許可の種類：一時庇護上陸許可12件/12名、仮滞在許可4件/4名、仮放免許

可10件/20名	

	

																												
6	覚書は2012年2月に締結されているが、パイロット事業開始前に同様の措置をした1件4名が含まれてい

る。	
7	入国時の年齢。20歳未満を指す。	
8	難民異議申立手続中の者1件/1名、人道配慮による在留許可を受けた後出国した者2件/2名が含まれてい

る。	
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仮放免に関する主な通達・指示 
2019年11月 

 

 
 
 

2010年 
7月 
30日 

退去強制令書により収容する者の仮放免に関する検証等について 
http://www.jlnr.jp/themes/nyukanshuyo/nyukan-shoyo_hodohappyo_20100730.pdf 

● 収容が長期化する被収容者が増加する傾向 
● 退去強制令書が発付された後、相当の期間を経過してもなお送還に至っていない

被収容者については、仮放免申請の有無にかかわらず、入国者収容所長又は地方
入国管理局主任審査官が、一定期間ごとにその仮放免の必要性や相当性を検証・
検討することとした 

● 被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用することにより、収容長期
化をできるだけ回避するよう取り組む 

 
 

2015年 
9月 
18日 

退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について（通達） 
http://www.jlnr.jp/themes/nyukanshuyo/nyukan-shuyo_tsutatsu_20150918.pdf 

● 傷病者はもとより、訴訟の提起・係属、難民認定申請中、旅券取得困難など送還
に支障のある事情を有するために、送還の見込みが立たない者については、更な
る仮放免の活用を図ると同時に、所要の体制を整え、被退令仮放免者の動静監視
の強化に努める 

● ただし，送還の見込みが立たない被収容者であっても，仮放免することが適当で
ないと明らかに認められる者について，その仮放免の許否判断を慎重に行う必要
があることは従前のとおり 

 
 
 

2016年 
9月 
28日 

被退去強制令書発付者に対する 
仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の徹底について（指示） 
http://www.jlnr.jp/themes/nyukanshuyo/nyukan-shuyo_shiji_20160928.pdf 

● 仮放免の適正化に向け、積極的かつ厳格な運用に努めるように改めて指示 
● 依然として被退令仮放免者の仮放免条件違反やその疑いのある者が散見されてい

るところ、動静監視を実施するに当たっては、入国審査官と入国警備官が協働し
て動静監視を実施する体制を構築するなど、動静監視の体制や手法に工夫を凝ら
し、適切な運用に努めるよう徹底願う 

 
 
 
 
 

2018年 
2月 
28日 

被退去強制令書発付者に対する 
仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について（指示） 
http://www.jlnr.jp/themes/nyukanshuyo/nyukan-shuyo_shiji_20180228.pdf 

● 仮放免を許可することが適当とは認められない者（注3）は，送還の見込みが立
たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り，原則，送還が可能となる
まで収容を継続し送還に努める 
（注3）「仮放免を許可することが適当とは認められない者」とは、次に掲げる
者又はそれらに相当する者をいい、特に①から④に該当する者については、重度
の傷病等、よほどの事情がない限り、収容を継続する。 

④　出入国管理行政の根幹を揺るがす偽装滞在・不法入国等の関与者で
悪質と認められる者 
⑤　仮放免中の条件違反により，同許可を取り消し再収容された者  
⑥　難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者 
⑧　仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により，仮放免許
可期間が延長不許可となり再収容された者 
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